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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
食
品
香
料
ジ
ア
セ
チ
ル
に
よ
る
呼
吸
器
疾
患
の
労
災
認
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
食
品
香
料
ジ
ア
セ
チ
ル
に
よ
る
呼
吸
器
疾
患
の
労
災
認
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
は
個
別
の
事
業
場
に
対
す
る
指
導
内
容
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
監
督
指
導
等
の

事
務
の
性
質
上
当
該
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
は
差
し
控
え
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
労
働
者
数
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
「
製
造
事
業
者
数
」
及
び
「
製
造
量
」
に
関
し
て
は
、
平

成
二
十
八
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
食
品
の
安
全
確
保
推
進
研
究
事
業
に
よ
り
、
日
本
香
料
工
業
会
が
平
成
二
十

九
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
香
料
使
用
量
に
関
わ
る
調
査
研
究
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
七
年
に
国
内
で
食
品
香
料
の
製

造
に
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
（
別
名
ジ
ア
セ
チ
ル
）
（
以
下
「
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
会

社
数
は
三
十
五
社
で
あ
り
、
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
の
使
用
量
は
二
千
三
百
七
十
九
・
五
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
と
承
知

し
て
い
る
。 



 

２ 

 

四
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
労
災
認
定
事
例
」
は
現
時
点
で
は
個
別
の
事
業
場
に
お
け
る
事
案
と
承
知
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
注
意
喚

起
」
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
状
況
に
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
ば
く
露
の
低
減
対
策
の
指
導
、
労
働
者
及

び
退
職
者
に
つ
い
て
健
康
調
査
を
実
施
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年

労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
八
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
調
査
の
結
果
等
の
労
働
者
へ
の
周
知
が
事
業
者
に

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
同
法
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
同
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
労
働
者
の
危
険
又

は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
周
知
を
図
る
こ
と
に
よ
り
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

ま
た
、
労
働
基
準
監
督
署
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
必
要
に
応
じ
て
確
認
し
、
法
令
違
反
が
あ
る
場
合
に
は
事
業
場
に
対
し
て
必
要
な
監
督
指
導
等
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。 



 

３ 

 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
認
定
事
例
」
に
関
し
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
と
疾
病
と
の

因
果
関
係
が
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
の
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
職
場
の
あ
ん
ぜ
ん
サ
イ
ト
」
に

お
い
て
公
開
し
て
い
る
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
に
係
る
「
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
」
に
お
い
て
「
特
定
標
的
臓
器
毒
性
（
反

復
ば
く
露
）
」
の
「
根
拠
デ
ー
タ
」
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
「
安
全
デ
ー
タ
シ

ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
必
要
に
応
じ
て
改
訂
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
三
・
三

ジ
ク
ロ
ロ

四
・
四

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
（
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
る
健
康
障
害
の
防
止

対
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日
付
け
基
安
発
〇
九
二
一
第
一
号
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
安
全
衛
生
部

長
通
知
）
に
つ
い
て
は
、
化
成
品
等
の
製
造
事
業
場
で
複
数
の
労
働
者
及
び
退
職
者
に
三
・
三

ジ
ク
ロ
ロ

四
・
四

ジ

ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
に
よ
る
健
康
障
害
が
発
生
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
、
ま
た
、
当
該
化
学
物
質
を
取
り
扱
う

業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
係
る
特
殊
健
康
診
断
の
項
目
に
膀
胱

ぼ
う
こ
う

が
ん
に
関
す
る
項
目
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

等
か
ら
発
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
に
つ
い
て
対
応
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
同
様
の
対
策

’ 

’ 

’ 

’ 



 

４ 

 

を
講
ず
る
こ
と
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
ジ
ア
セ
チ
ル
に
よ
る
閉
塞
性
肺
疾
患
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン

に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
が
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
保
険
給
付
の
支
給
の
決
定
又
は
不
支
給
の
決
定
（
以
下
「
労
災
認
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
基
準
を
示
す
こ
と
は
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
一
の
二
に
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
疾
病

は
、
医
学
的
知
見
に
よ
り
業
務
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
が
確
立
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
ジ
ア
セ
チ
ル
を

起
因
と
す
る
疾
病
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
二
・
三

ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
と
疾
病
と
の
因
果
関

係
が
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
令
に
規
定
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。 

 
 

ま
た
、
業
務
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
が
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
疾
病
に
係
る
労
災
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
個
別
の

事
案
に
応
じ
て
、
業
務
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
を
慎
重
か
つ
適
切
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
十
分
な
調
査
を
必
要
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
迅
速
か
つ
適
正
な
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 


